
「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」審決取消請求事件 

【事件の概要】 

 登録商標「ＲＨＹＴＨＭ」と使用商標「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」の同一性が

否定された事案。 

 

【事件の表示、出典】 

Ｈ２５．３．２１ 知財高裁平成２４年（行ケ）第１０３８２号事件 

知的財産裁判例集ＨＰ 

 

【参照条文】 

 商標法５０条 

 

【キーワード】 

社会通念上の同一 

 

１．事案の概要 

本件は、本件商標登録に対する不使用取消審判について、同請求は成り立た

ないとした審決の取消しを求める事案である。 

 

【本件商標】 

登録番号：第４８９４４２８号 

商  標：  

指定商品：第２５類「履物，乗馬靴」 

 

【使用商標】 

（１）  

（２）  

（３）  

 

２．本件審決の理由の要旨 

本件審決の理由は、要するに、商標権者である被告は、本件審判請求の登録

前３年以内に日本国内において、指定商品「履物」について、本件商標と社会

通念上同一の商標ということができる商標を使用していたものであるから、本

件商標は、商標法５０条１項の規定により、指定商品「履物」についての登録



を取り消すべきではない、というものである。 

 

３．裁判所の判断 

（１）認定事実 

①使用商標の態様 

ア 被告は、平成２１年１月１９日から同年５月１１日までの間に複数回にわた

り、松坂屋名古屋店及び高島屋岡山店に対し、婦人靴に使用商標を付し又はそ

の包装用箱に使用商標を付した婦人靴を販売した。 

②被告の婦人靴の取引の実情 

ア 前記使用商標１ないし３が付された婦人靴の値札には、同一の書体で「ＮＥ

ＯＲＨＹＴＨＭ」と表示されている。 

イ 平成２０年９月から平成２２年１１月までの間に発行された新聞や雑誌に、

被告の業務に係る商品「婦人靴」について、１０回以上、紹介記事又は広告が

掲載された。それらの記事又は広告においては、使用商標３とほぼ同一の態様

からなる籠字風の「ＮＥＯ」の文字と白塗りの「ＲＨＹＴＨＭ」の文字を横一

列に表したものが１件あるほかは、いずれも、上記婦人靴について、同一の書

体で「ネオリズム」「ＮＥＯＲＨＹＴＨＭ」「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」と表記さ

れている。 

③別件登録商標 

被告は、使用商標１ないし３を付した婦人靴の販売を開始した頃、指定商品を

第２５類「履物」とする「ｎｅｏｒｈｙｔｈｍ」、指定商品を第２５類「履物，

乗馬靴」とする「ｎｅｏ ｒｈｙｔｈｍ」について、別件登録商標を登録出願し、

商標登録を受けた。 

（２）登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用について 

①本件商標と使用商標の同一性 

ア 本件商標は、「ｒｈｙｔｈｍ」の文字からなり、「リズム」という称呼を生

じ、「リズム」、「調子」という観念を生じるのに対し、使用商標は、いずれ

も、「ＮＥＯ」の文字を伴って、「ＮＥＯＲＨＹＴＨＭ」又は「ＮＥＯ ＲＨＹ

ＴＨＭ」の文字からなり、「ネオリズム」という称呼を生じ、「新しいリズム」、

「新しい調子」という観念を生じる。そして、使用商標は、「ＮＥＯＲＨＹＴ

ＨＭ」又は「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」の文字からなり、「ＮＥＯ」の文字は白抜

きで籠字風に表され、「ＲＨＹＴＨＭ」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文

字で表されているところ、①本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字か

らなる商標とはいえないし、②本件商標のローマ字の文字の表示を平仮名や片

仮名に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく、また、③外観にお

いて本件商標と同視される図形からなる商標でもなく、これらと同程度のもの



ということもできない。よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のも

のと認められる商標ということはできない。 

なお、被告自ら、本件商標とは別個に、同様の指定商品（第２５類「履物，

乗馬靴」）について、「ｎｅｏｒｈｙｔｈｍ」又は「ｎｅｏ ｒｈｙｔｈｍ」と

いう別件登録商標の登録出願をした上でその商標登録を得ていることに照らし

ても、本件商標と使用商標とが社会通念上同一であると認めることはできない。 

イ 被告の主張について 

(ア)被告は、使用商標において「ＲＨＹＴＨＭ」の部分が要部となっているか 

ら、本件商標と社会通念上同一であると主張する。 

しかしながら、被告の婦人靴の取引の実情を総合すると、同一の大きさ、同

一の書体で表された「ＮＥＯＲＨＹＴＨＭ」又は「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」の文

字からなる使用商標において、「ＲＨＹＴＨＭ」の部分が取引者、需要者に対

し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまではいうこと

はできない。また、「ＮＥＯ」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が

生じないともいうことはできない。よって、使用商標から「ＲＨＹＴＨＭ」の

部分のみを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して商標そのものの同一性

を判断することは、許されない。 

(イ) 被告は、籠字風に表示された「ＮＥＯ」の文字部分は、塗り潰された状態

で表示された「ＲＨＹＴＨＭ」の文字部分とは、視覚上異なり、その背景に埋

没するような表示態様であって、看者をして「ＲＨＹＴＨＭ」の部分が強く印

象づけられると主張する。 

しかし、使用商標の文字は、いずれも同一の大きさ、同一の書体で表され、

外観上まとまりよく一体的に表示されているのであって、籠字風に表示された

からといって、「ＮＥＯ」の部分が捨象されるとはいえない。 

(ウ) 被告は、「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」又は「ＮＥＯＲＨＹＴＨＭ」全体が既

成の観念を有する成語として親しまれていないと主張する。 

しかし、「ＮＥＯ」は「新、新しい」なる意味を有する英語に通じ、また「Ｒ

ＨＹＴＨＭ」は「リズム、調子」なる意味を有する英語に通じる既成語として

一般に親しまれている。したがって、これらを結合した「ＮＥＯ ＲＨＹＴＨＭ」

又は「ＮＥＯＲＨＹＴＨＭ」については、それ自体が既成の成語として認識さ

れていないとしても、「新しいリズム」、「新しい調子」なる意味合いのもの

として理解することは容易であり、そこから「ネオリズム」という称呼が生じ

る。 

(エ) 被告は、「ＮＥＯ」が接頭辞であり、自他商品の識別力がないか極めて弱 

いと主張する。 

しかし、接頭語として使用されるからといって、直ちに使用商標と本件商標



とが社会通念上同一であるということはできない。 

③商標の使用の有無 

以上によれば、商標権者である被告は、本件審判請求の登録前３年以内に、

日本国内において、指定商品について、使用商標を使用していたことをもって、

本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたとはいえないもの

である。 

 

４．検討 

被告自ら、下記商標の出願をした上でその商標登録を得ていることが、本件

商標と使用商標との社会通念上の同一性を否定する理由として考慮されている。

なぜ別出願をしたことが同一性の判断に影響するのかは定かではないが、被告

が下記商標を既に登録しているため、「 」の登録を取り消しても被告

に実質的な不利益は無いと考えられたのかもしれない。 

 しかし、下記商標は、「 」の籠文字ではなく、また、原告が

出願した「ＲＨＹＴＨＭ」に対して引用されていない（非類似と判断されている）

ようである。もしも、「 」と「ＲＨＹＴＨＭ」が類似する場合に

は、被告は自らの使用商標と混同を生じる商標の使用を放任せざるを得ないこ

とになる。 

 被告は「 」の態様で出願しておくべきであったと言える。 

 

 

 

 

 

（弁理士 土生 真之） 

 


